
1/2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⑷ 計画期間 

令和８年度(２０２６年度)から令和１２年度(２０３０年度) 

 

⑸ 対象地域 

計画の対象とする地域は、本市の区域とする。ただし、本市の区域内にとど

まらない環境問題について、他の地方公共団体等と連携した広域的な取組が必

要となる場合がある。 

 

⑹ 対象とする環境区分 

 計画の対象とする環境は、次の４つの区分とする。 

ア 自然環境 

水、緑、生物等、主に、自然界を構成する事象を要素として捉えた環境 

イ 都市環境 

まちづくり、景観、交通等、主に、都市との関わりが深い事象を要素 

として捉えた環境 

ウ  生活環境 

大気質、水質、土壌、騒音・振動、有害化学物質、廃棄物等、主に、 

市民の健康や日常生活に影響を与える事象を要素として捉えた環境 

エ  地球環境 

地球温暖化、気候変動、海洋プラスチックごみ等、主に、地球規模の 

環境問題に係る事象を要素として捉えた環境 

  

なお、環境区分の要素の中には、複数の環境区分にまたがり、又は他の環境

区分に影響を及ぼすものが存在し、各環境区分は、相互に影響を及ぼす関係に

ある。 

「将来にわたって、豊かな水と緑に恵まれ、 

かつ、快適な都市生活を享受することができるまち」 

第 ４ 次 広 島 市 環 境 基 本 計 画 （ 骨 子 案 ） 

計画策定の基本的事項 １ 

目指すべき環境像と基本目標 ２ 

⑴ 計画策定の背景 

  広島市環境基本計画は、「広島市環境の保全及び創造に関する基本条例」

（以下「基本条例」という。）に基づき、環境の保全及び創造に関する総

合的かつ計画的な施策の推進を図ることを目的に策定する計画である。 

令和７年度で満了する現行の第３次環境基本計画の基本的な考え方を

踏襲しつつ、本市の環境を取り巻く様々な課題や国内外の動向を踏まえ、

第４次環境基本計画を策定する。 

 

⑵ 基本方針 

ア 環境基本計画の位置付けの明確化及び内容の大綱化 

・ 環境分野とそれ以外の分野における行政計画に対する本計画の位

置付けを明確化する。 

・ 各行政分野における個別具体的な施策の展開等を柔軟かつ弾力的

に行えるよう、包括的かつ中長期的な視点を確保することを重視し、

内容の大綱化を図る。 

 イ 環境の保全及び創造において目指すべき都市の姿の具体化・明確化 

・ 基本条例に定める基本理念の下、本市が環境の保全及び創造におい

て目指すべき都市の姿の具体化・明確化を図り、それを「環境像」と

して位置付ける。 

 ウ 総合的・横断的視点の設定 

・ 環境問題は様々な問題が複雑に絡み、その解決には様々な側面から

多面的に捉える必要があることから、今後ますます複雑化・多様化す

る問題に的確に対応するため、諸施策の展開等に当たって必要な総合

的・横断的視点を設定する。 

・ ＳＤＧｓと関連付けることで、総合的・横断的視点を更に強化する。 

 

⑶ 計画の位置付け 

環境分野の行政計画との関係では、「施策の実施等に当たって従うべき

中長期的な指針を示すもの」とし、環境分野以外の行政計画との関係では、

「施策の実施等に当たって考慮すべき環境に関する中長期的な視点を与

えるもの」とする。 

 

 

⑴ 環境の保全及び創造において目指すべき都市の姿(環境像) 

本市は、被爆後１００年、さらにその先の時代をも見据え、市民はもとより、

本市を訪れる世界中の人々が、本市の自然の豊かさや都市としての快適性を

実感し、平和をかみしめることができるようなまち、すなわち、世界に誇れる

「まち」を実現していく必要がある。 

こうした思いや基本条例に規定する基本理念を踏まえ、本市が環境の保全

及び創造において目指すべき都市の姿(環境像)を、次のとおり設定する。 

 

⑵ 環境像を実現するための基本目標 

第３次環境基本計画においては、環境像の実現に向け、自然環境、都市環境、生

活環境、地球環境という環境区分に応じた４つの基本目標を掲げ、市民・事業者等

と連携・協働しながら、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推

進を図ってきた。その結果、温室効果ガス排出量やごみ排出量は着実に減少するな

ど具体的な成果が現れている。 

こうした中、近年の環境を取り巻く状況を見てみると、令和６年の世界及び日本

の年平均気温は観測史上最高を記録するなど、「地球沸騰化の時代」とも称される危

機的な状況となっている。また、食品ロスや海洋へのプラスチックごみの流出等の

ほか、人口増加や経済発展に伴う天然資源の枯渇への懸念が国際的な課題となって

おり、循環型社会の形成が急務である。 

こうした世界を取り巻く喫緊の課題の解決に向けては、地域における環境保全の

取組を積み重ねていくことが基本であり、基礎自治体においては、地域の実情に即

した施策を的確かつ効果的に推進していくことが重要である。 

本市においても豪雨による自然災害の頻発や熱中症リスクの高まりなど気候変動

の影響が顕在化するとともに、食品ロスの削減などさらなるごみの減量化等が重要

な課題となっており、今後、本市の目指す環境像の実現に向けて、気候変動への対

応や、循環型社会の形成への取組を一段と強化していく必要がある。また、環境保

全の取組の推進力をより一層高めていくためには、市民・事業者・行政などすべて

の主体がこれまで以上に環境問題を自らの課題として捉え、それぞれの環境意識を

高めるとともに、その意識を環境の保全及び創造につながる具体的な行動に結びつ

けることが不可欠である。 

以上のことから、次期計画においては、第３次環境基本計画の基本目標を見直し、

これまで取り組んできた「豊かな自然環境の保全」及び「健全で快適な生活環境の

保全」に加え、気候変動への対応を含む「脱炭素社会の構築」及び循環型社会の形

成への取組である「ゼロエミッションシティ広島の実現」を新たに基本目標として

設定する。さらに、これらの達成を下支えする横断的な基本目標である「環境保全

に主体的に取り組む社会の形成」を新たに加え、この５つの基本目標の下で、環境

像の実現に向けた施策を推進する。 

議事資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４次広島市環境基本計画 

 
生物多様性地域戦略 

 
流域水循環計画 

 
環境教育等行動計画 

 

環境分野の主な行政計画 環境分野以外の行政計画 

・生物多様性基本法 

（生物多様性国家戦略） 

・水循環基本法 

（水循環基本計画） 

・環境教育等促進法 

広島市環境の保全及び創造に関する基本条例 

環境基本法 

（環境基本計画） 

考慮すべき環境に関する 

中長期的な視点を与える。 従うべき中長期的な指針を示す。 

【産業・経済・観光関連】 

 

 

【都市整備・交通関連】 

 

 

【上下水道関連】 

 

 

【危機管理関連】 

 

 

 

 

【第３次環境基本計画】 

 

【第４次環境基本計画】 

 

（参考） 

基本目標 主な施策の方針 基本目標

健全な水循環の確保

緑の保全

生物多様性の確保

自然との触れ合いの推進

自然と調和した景観の創出

中山間地等のまちづくり

ごみのないまちづくり

市街地等のまちづくり

環境負荷の少ない交通整備

大気質、水質、土壌の保全

有害化学物質対策

騒音・振動防止

廃棄物対策

健全で快適な
生活環境の保全

～循環型社会の形成～

豊かな自然環境の保全
～自然との共生～

自然と調和した快適な
都市環境の創造

～都市の持続可能な発展～

地球環境の保全への貢献
～脱炭素社会の構築～

脱炭素社会の構築

ゼロエミッションシティ
広島の実現

豊かな自然環境の保全

健全で快適な
生活環境の保全

環境保全に主体的に取り組む
社会の形成地球温暖化対策

基本目標１

基本目標２

基本目標３

基本目標４

基本目標５

 基本目標１ 脱炭素社会の構築  
 
 基本目標２ ゼロエミッションシティ広島の実現  
 
 基本目標３ 豊かな自然環境の保全  
 
 基本目標４ 健全で快適な生活環境の保全  
 
基本目標５ 環境保全に主体的に取り組む社会の形成  
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計画の体系 ３ 

豊かな自然環境の保全 

 

健全で快適な生活環境の保全 

脱炭素社会の構築 

環
境
の
保
全
及
び
創
造
に
お
い
て
目
指
す
べ
き
都
市
の
姿
（
環
境
像
）
の
実
現 

「
将
来
に
わ
た
っ
て
、
豊
か
な
水
と
緑
に
恵
ま
れ
、
か
つ
、
快
適
な
都
市
生
活
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
ま
ち
」 

 温室効果ガス排出量の削減策（緩和策）の推進 

・ 気候変動の影響への適応（適応策）の推進 

・ 環境負荷の少ない持続可能なまちづくり 

各
行
政
分
野
（
行
政
計
画
）
に
お
け
る
個
別
具
体
的
な
施
策
の
展
開
等 

・ 健全な水循環の確保 
・ 緑の保全 
・ 生物多様性の確保 

・ 大気環境の保全 

・ 水環境・土壌環境の保全 

・ 有害化学物質等の対策の推進 

・ 騒音・振動の規制 

 

ゼロエミッションシティ広島の実現 

ごみの減量・リサイクル等の推進 

・ ごみのないきれいなまちづくりの推進 

・ プラスチックごみ対策の推進 

環境教育・学習の推進 

環境保全活動の促進 

環境教育等行動計画※２に位置付け 

 

環境保全に主体的に取り組む社会の形成 

基本目標１～４達成を下支え 

総合的・横断的視点 

基本目標１ 

基本目標５ 

基本目標４ 

基本目標３ 

基本目標２ 

⑴ 計画の推進体制 

 ・ 目指すべき環境像の実現に向けて、市民、事業者、行政等の各主体がそれぞれの役割を意識し、互いに連携しな

がら、協働して本計画を推進する。 

・ 環境の保全及び創造に関する施策は、環境分野だけでなく、経済、都市整備、交通、上下水道、教育等、様々な

分野が関わっていることから、行政内部の横断的な組織である広島市環境調整会議の設置等により、本市の環境施

策の総合的な調整・推進を図る。 

・ 広島市環境審議会において、本計画の策定・変更及び進行管理に関して、専門的な見地からの意見を聴取するこ

とで、本計画の的確な実施を図る。 

○新  
○新  

○新  

生物多様性地域戦略、流域水循環計画※１に位置付け 

○新  

○新  

＜関連するＳＤＧｓ＞ 

計画の推進 ４ 

環
境
に
関
す
る
様
々
な
状
況
を
総
合
的
に
捉
え
た
分
野
横
断
的
な
視
点 

本市を取り巻く様々な課題 

 
・ 人口減少社会・ 

超高齢社会の到来 

 

・ 環境と経済の好循環創出の視点 

・ 社会状況の変化への対応の視点 

・ 危機管理等の視点 

・ 広域的な連携協力等の視点 

○拡  

・ 温室効果ガス排

出量の更なる削減 

 

・ 気候変動の影響

への適応 

 

・ 環境への負荷の

少ない交通体系の

整備 

・ 廃棄物の減量・

リサイクル 
 

・ 環境美化 
 
・ プラスチック 

ごみ問題 

・ 森林の荒廃 

・ 農地の減少 
 
・ 生物多様性の 

危機 

・ 大気汚染 

・ 水質汚濁 

・ 環境保全意識の醸成 

○拡  

※１ 水循環基本法に規定される水循環基本計画に基づく計画。 

※２ 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律（環境教育等促進法）

に基づく計画。 

⑵ 計画の進行管理 

・ ＰＤＣＡサイクルにより、進行管理を行い、進捗状況については、毎年度、広島市環境審議会に公表・報告す

る。また、基本条例に基づく年次報告書を作成するとともに、ホームページ等で広く市民に公表する。 

・ 本計画の最終年度に全体の評価を行う。 

 

基本目標 施策の方針 


